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 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定に基づく 

随時監査を実施しましたので、同条第９項の規定により、その結果報告書を

別紙のとおり公表します。 
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随 時 監 査 の 結 果 に つ い て （ 報 告 ） 

 

地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく随時監査を実施しましたので、

同条第９項の規定により、その結果を報告します。 
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令和元年度(2019)出雲市随時監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の種類 

随時監査（地方自治法第 199条第 5項） 

 

２ 監査の対象（平成30年度実施工事から選定） 

（１）四絡１４５号線道路改良工事【都市建設部 道路建設課】 

（２）斐川クリーンステーション最終処分場築堤工事【経済環境部 環境施設課】 

 

３ 監査の着眼点 

（１）設計に関する事項 

ア 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 

イ 使用材料の設定は適切に行われているか。 

ウ 仕様書、図面、設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 

（２）積算に関する事項 

ア 歩掛及び単価は適正か。 

（３）施工に関する事項 

ア 工事施工計画は適切か。施工計画書は整備されているか。 

イ 監督員による立会検査等に関する書類が整備されているか。 

  

４ 監査の主な実施内容 

監査の着眼点に基づき、監査対象工事の所管部局に対し、関係書類及び監査調書の提出を求

めるとともに現地調査を実施したうえで、事務調査及び本監査を行い、また、関係職員からの

説明聴取を行った。 

なお、工事の技術的専門知識が必要であるため、公益財団法人島根県建設技術センターへ技

術調査を委託し実施した。 

 

５ 監査の実施場所及び日程 

（１）実施場所  出雲市監査委員事務局 

（２）日  程  令和元年１１月２５日から令和２年３月２５日まで 

 

６ 監査を執行した監査委員名 

出雲市識見監査委員  周 藤   滋 

出雲市識見監査委員  神 門 三千夫 

出雲市議選監査委員  板 垣 成 二 
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第２ 監査の結果 

 概要 

監査対象部局の工事の執行については、おおむね適正に処理されていたが、一部において不

適正な事案があった。 

監査の結果、改善を要するものとして指摘、注意した事項は次のとおりである。 

 

※指摘事項  

速やかに是正又は改善等を要する事項で、次に該当するものである。なお、指摘事項は、法に基づき報告及び

公表をするものであり、適時措置状況の報告をするよう求める。 

  １ 法令（条例、規則その他の例規を含む。）に違反したもの又は不当なもので、重大なもの 

  ２ 著しく妥当性を欠くもの 

  ３ 著しく不経済又は非効率なもの 

※注意事項 

 指摘に至らない比較的軽易なもの 

 

指摘事項 

この度の監査の範囲において、特に指摘する事項は認められなかった。 

 

注意事項 

（１）概算発注に際し、概算数量の特記仕様書が添付されていなかった。 

 

（２）製品相当品指定した製品の単価について、同額の別製品の単価を用いて積算していた。 

 

（３）施工単価内訳の確認不足により、材料費の積算に誤りがあった。 

 

 

第３ 監査意見 

（１）設計・積算における確認の徹底について  

 昨年度をはじめ過去の随時監査において、設計・積算時の確認の徹底について意見を付したと

ころであるが、この度の随時監査においても、施工単価内訳の確認不足により材料費の積算が誤

っていた事案や、発注者からの製品相当品で指定された材料にもかかわらず製品相当品の材料単

価で積算されていない事案など不適切なものが見受けられた。 

設計・積算の各工程で項目や数量などの確認を徹底するとともに、チェック機能強化による積

算誤りの防止対策に全庁的に取り組まれたい。 

 

（２）交通誘導員の算定について 

交通誘導員の算定に当たり、残土・廃棄物運搬等、他工種と重複する作業が算定日数に含まれ

ている事案が見受けられた。今後は実態に合わせた適正な日数となるよう、交通誘導員の算定方
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法について検討していただきたい。 

また、条件変更があった場合、その都度請負者から監督員への協議事項とされているが、工事

監督部署によって対応が異なることがないよう、全庁的に統一したルールを定めていただきたい。 

 

（３）設計図書における設計受託会社名の削除について 

 設計図書に設計を受託した会社名が記載されている事案が見受けられた。 

 工事の入札に当たり、上記のような設計図書が公開された場合、公正な入札の支障となるおそ

れもあることから、今後は設計会社名を削除するよう、全庁的に統一したルールを定めていただ

きたい。 
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監査対象工事の概要 

 

１ 四絡１４５号線道路改良工事 

工 事 担 当 課 都市建設部道路建設課 

工 事 場 所 出雲市渡橋町地内 

契 約 方 法 簡易型一般競争入札 

契 約 金 額 18,436,680円 

工 事 期 間 平成 30年 6月 22日から平成 30年 12月 9日まで 

工 事 概 要 

・箱型Ｕ字側溝       Ｌ＝２１０ｍ 

・アスファルト舗装     Ａ＝２２０㎡ 

・張コンクリート      Ｌ＝２１１ｍ 

 

 

２ 斐川クリーンステーション最終処分場築堤工事 

工 事 担 当 課 経済環境部環境施設課 

工 事 場 所 出雲市斐川町学頭地内 

契 約 方 法 簡易型一般競争入札 

契 約 金 額 14,293,800円 

工 事 期 間 平成 30年 8月 28日から平成 31年 3月 2日まで 

工 事 概 要 

・工事延長       Ｌ＝６０ｍ 

・築堤盛土工      Ｖ＝１６００㎥ 

・遮水工（遮水シート） Ｎ＝１式 

 

資 料 


